
第３章 地域特性の把握 

対象事業を実施しようとする地域特性の把握にあたっては、調査等の項目及び方法の選定並びに

環境保全措置の検討を行うために必要な範囲として、対象事業実施区域が位置する埼玉県北足立郡

伊奈町大字小室地内を中心とする範囲を基本とし、上尾市と伊奈町を対象とした。対象事業実施区

域周辺の社会的状況の概況は表 3-1 に、自然的状況の概況は表 3-2 に示すとおりである。 
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表 3-1(1/3) 社会的状況の概況 

項目 概況 

人口及び産業

の状況 

人口及び世帯

数 

令和７年 10 月 1 日現在の上尾市の人口は 230,618 人、世帯数は 109,987 世

帯、伊奈町の人口は 44,877 人、世帯数は 20,168 世帯である。上尾市及び伊

奈町ともに世帯数は増加傾向にあるものの、人口は概ね横ばいである。 

産業 上尾市及び伊奈町の令和 3年における、事業所数はそれぞれ 6,151 件、1,281 

件であり、ともに卸売業、小売業が最も多く、それぞれ 21.6％、21.1％を占

めており、次いで多いのは上尾市では医療、福祉が 10.7％、伊奈町では製造

業が 14.4％を占めている。また、従業者数はそれぞれ 72,647 人、15,389 人

であり、最も多いのは、上尾市では卸売業、小売業で 22.2％、伊奈町では製

造業で 25.9％を占めている。次いで多いのは、上尾市では医療、福祉で

17.8％、伊奈町では卸売業、小売業で 16.1％を占めている。 

土地利用の状

況 

地目別土地利

用 

上尾市及び伊奈町ともに宅地が最も広く、それぞれ 53.1％、44.8％を占めて

おり、次いで上尾市では雑種地が 23.0％、伊奈町では畑が 22.5％を占めてい

る。 

土地利用 対象事業実施区域周辺は建物用地が広がっているが、対象事業実施区域は、

その他の農用地に該当する。 

都市計画区域 対象事業実施区域は市街化調整区域に該当する。 

河川及び湖沼

の利用並びに

地下水の利用

状況 

水利用の状況 河川及び湖沼の分布 

対象事業実施区域に隣接して、原市沼川が流れている。なお、原市沼川での

利水等はない。 

上水道 

令和 6 年 3 月 31 日現在の上尾市における上水道の普及率は 99.7％であり、

伊奈町は 99.9％である。 

漁業権 対象事業実施区域に隣接している原市沼川には漁業権は設定されていない

が、対象事業実施区域の約 4.5 ㎞下流で合流する綾瀬川には漁業権が設定さ

れている。 

地下水 地下水採取量は減少傾向にあり、いずれの年も水道用が最も多く、次いで工

業用が多い。 

交通の状況 道路 道路網 

対象事業実施区域の北側に面して県道さいたま菖蒲線が南北に延びており、

対象事業実施区域の南側に面して都市計画道路上尾伊奈線（計画中）が東西

に延びている。県道さいたま菖蒲線は北側で県道蓮田鴻巣線及び県道上尾久

喜線に接続し、対象事業実施区域の南側では都市計画道路上尾伊奈線（計画

中）と交差し、その後、県道上尾蓮田線及び県道上尾環状線に接続している。

また、都市計画道路上尾伊奈線（計画中）は西側でさいたま菖蒲線と交差し、

その後、はなみずき通りに接続して国道 17 号まで延びており、東側では町道

15 号線に接続し、その後、蓮田鴻巣線まで延びている。 

交通量 

主な搬入出道路として利用されるさいたま菖蒲線の昼間 12 時間交通量は合

計 10,905 台であった。 

鉄道 上尾市及び伊奈町にある駅の数は 9 駅であり、乗車人員の推移をみると全駅

において、令和 2 年度から増加傾向にある。 

環境保全につ

いての配慮が

特に必要な施

設の状況 

環境保全上配

慮が必要な施

設 

対象事業実施区域周辺の環境保全についての配慮が特に必要な施設の状況と

して、保育所が 21 箇所で最も多く、次いで多いのは小学校の 10 箇所となっ

ている。対象事業実施区域に近接した施設はなく、最も近くに位置する施設

は南東側に約 800ｍ離れて国際学院中学校高等学校がある。 
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表 3-1(2/3) 社会的状況の概況 

項目 概況 

下水道、し尿処

理施設及びご

み処理施設の

整備の状況 

下水道 上尾市における公共下水道普及率は 86.4％である。また、対象事業実施区域

の位置する伊奈町における公共下水道普及率は 77.9％である。なお、対象事

業実施区域は下水道の整備はされていない地域に位置している。 

し尿処理 水洗化状況 

上尾市の水洗化率は 99.8％である。また、対象事業実施区域の位置する伊奈

町の水洗化率は 99.2％である。 

し尿・浄化槽汚泥処理量 

上尾市における総処理量は 14,195kL である。また、対象事業実施区域の位置

する伊奈町における総処理量は 4,495kL である。 

ごみ処理 ごみ排出量 

令和 3 年度の上尾市のごみ総排出量は 57,194t であり、内訳は家庭系ごみが

50,104t（87.6％）、事業系ごみが 7,090t（12.4％）である。また、伊奈町の

ごみ総排出量は 13,479t であり、内訳は家庭系ごみが 10,720t（79.5％）、事

業系ごみが 2,758（20.5％）である。 

1 日当たりのごみ排出量 

令和 3 年度の上尾市における 1 人 1 日当たりの排出量は 681g であり、伊奈

町における 1 人 1 日当たりの排出量は 821g である。 

ごみ処理量 

令和 3 年度の上尾市におけるごみ処理量は焼却量が 52,178t、資源化量が

11,294t、最終処分量が 5,574t であり、伊奈町におけるごみ処理量は焼却量

が 10,264ｔ、資源化量が 3,160t、最終処分量が 1,023t である。また、上尾

市における再生利用率は 19.7％、伊奈町における再生利用率は 23.4％であ

る。なお、上尾市、伊奈町ともに独自の最終処分場を有していない。 

環境の保全を

目的とする法

律、条例等によ

る指定の状況 

大気汚染 計画施設は「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく

環境基準、「大気汚染防止法」、「工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針」

に基づく規制基準、「大気汚染防止法第四条第一項の規定に基づき、排出基準

を定める条例」に基づく上乗せ基準が適用される。 

騒音 計画施設は「環境基本法」に基づく環境基準、「騒音規制法」に基づく特定工

場等に係る規制基準、特定建設作業に係る規制基準及び自動車騒音の要請限

度が適用される。 

振動 計画施設は「振動規制法」に基づく特定工場等に係る規制基準、特定建設作

業に係る規制基準及び自動車騒音の要請限度が適用される。 

悪臭 計画施設は「悪臭防止法」に基づく規制基準が適用される。 

水質汚濁 計画施設等の工事中は「埼玉県生活環境保全条例」に基づく規制基準が適用

される。また、供用時の計画施設で発生した排水は下水道放流とするため、

「下水道法」及び「伊奈町下水道条例」に基づく下水道排除基準が適用され

る。 

土壌汚染 計画施設は「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく

環境基準、「土壌汚染対策法」及び「埼玉県生活環境保全条例」に基づく基準

が適用される。 

地盤沈下 「埼玉県生活環境保全条例」に基づき、地下水採取の規制が行われている。 

景観 「景観法」、「埼玉県景観条例」及び「埼玉県景観計画」に基づき、規制が行

われている。 
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表 3-1(3/3) 社会的状況の概況 

項目 概況 

環境の保全を

目的とする法

律、条例等によ

る指定の状況 

廃棄物 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」に

基づき、「第 9 次埼玉県廃棄物処理基本計画(埼玉県食品ロス削減推進計画)」

を策定し、「持続可能で環境にやさしい循環型社会」の実現を目指している。

また、「上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画」では、ごみ処理の広域化に係る基

本的事項を明確にする中で、基本方針として、以下の 3 つを掲げている。 

・広域的・長期的な視点で考える３Ｒの推進 

・地球温暖化対策推進への貢献及び周辺環境の保全 

・住民・事業者・行政がともに進める持続可能な社会 

地球温暖化 埼玉県では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「環境基本計画」に

基づき、「埼玉県地球温暖化対策実行計画（第 2 期）改正版」を作成してい

る。この中で埼玉県の目指すべき将来像として、「カーボンニュートラルが実

現し、気候変動に適応した持続可能な埼玉」を掲げ、温室効果ガスの排出削

減目標を 「令和 12 年度（2030 年度）における埼玉県の温室効果ガス排出量

を平成 25 年度（2013 年度）比 46％削減する。」としている。 

鳥獣の保護及

び管理並びに

狩猟の適正化

に関する法律 

対象事業実施区域及びその周辺は、指定猟具使用禁止区域(銃)に指定されて

いる。 

文化財 対象事業実施区域には、集落跡や貝塚が確認された周知の埋蔵文化財包蔵地

が位置している。 

土地利用 国土利用計画法は、国土利用の構想を示す国土利用計画及び土地利用基本計

画、土地の投機的な取引の規制、遊休土地に関する措置などについて定めて

おり、これらに基づいて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的

としている。また、「農業振興地域の整備に関する法律」第 6 条第 1 項に基づ

き都道府県が指定した地域を 「農業振興地域」として農業のために利用する

土地と位置付けられている。上尾市及び伊奈町は市街化調整区域の一部が農

業振興地域として指定されており、対象事業実施区域及びその周囲は、農業

振興地域に該当する。 

自然環境関連

法令等 

対象事業実施区域 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」における特定猟具

使用禁止区域（銃）、「文化財保護法」における埋蔵文化財包蔵地、「国土利用

計画法」における農業地域、「農業振興地域の整備に関する法律」における農

業振興地域（農用地区域）、「埼玉県景観条例」における景観計画区域、「埼玉

県生活環境保全条例」における地下水の採取を規制する地域が指定されてい

る。 

調査地域 

対象事業実施区域と同様の法令等により指定されている。加えて、「生産緑地

法」における生産緑地地区が指定されている。 
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表 3-2(1/4) 自然的状況の概況 

項目 概況 

気象、大気質、

騒音、振動、悪

臭等の状況 

気象 気温 

令和 2 年～令和 6 年の年間の平均気温は、上尾市消防本部東消防署で 16.0～

17.2℃、アメダスさいたまで 15.8～17.1℃であった。 

降水量 

令和 2 年～令和 6 年の年間降雨量は、上尾市消防本部東消防署で 932.5～

1228.5 ㎜、アメダスさいたまで 996.0～1545.0 ㎜であった。 

風向・風速 

令和 2 年～令和 6 年の年間平均風速は、上尾市消防本部東消防署で 1.9～

2.0m/s、アメダスさいたまで 2.2～2.4m/s であり、風向は上尾市消防本部東

消防署及びアメダスさいたまの両地点で、各年ともに初夏から夏にかけては

南寄りの風が卓越し、その他の季節では北寄りの風が卓越していた。 

大気質 大気質の状況（一般大気測定局） 

関係市町内での一般大気測定局では、非メタン炭化水素を除く全ての項目で

環境基準及び指針値を満足していた。 

大気質の状況（自動車排出ガス測定局） 

関係市町内での自動車排出ガス測定局では、非メタン炭化水素を除く全ての

項目で環境基準を満足していた。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5年に 7 件、伊奈町で

令和 3 年に 1件であった。 

騒音 環境騒音 

測定は行われていない。 

道路交通騒音 

点的評価では、一般国道 17 号(桶川市北 1-25-23)の昼間を除く全ての地点及

び時間で環境基準を超過していた。面的評価の調査地点では全ての地点で環

境基準を満足していた。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5 年に 56 件、伊奈町で

令和 3 年に 3件であった。 

振動 環境振動 

測定は行われていない。 

道路交通振動 

全ての地点で、昼間・夜間ともに要請限度を満足していた。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5 年に 10 件、伊奈町で

令和 3 年に 0件であった。 

悪臭 悪臭の状況 

調査は行われていない。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5 年に 77 件、伊奈町で

令和 3 年に 1件であった。 
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表 3-2(2/4) 自然的状況の概況 

項目 概況 

水象、水質、水

底の底質その

他の水に係る

環境の状況 

水象 対象事業実施区域は原市沼川に隣接している。令和 6年度における対象事業

実施区域の上流約 0.7kｍの上平橋の流量は平均 0.025m3/s、下流約 3.5 ㎞の

境橋の流量は 0.098m3/s であった。 

水質 水質の状況 

対象事業実施区域に隣接する原市沼川が流入する綾瀬川では環境基準が適用

され、水質調査が実施されている。令和 5 年度の水質調査結果は、環境基準

（C類型）を満足していた。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5 年に 12 件、伊奈町で

令和 3 年に 1件であった。 

水底の底質の

状況 

調査は行われていない。 

地下水 令和 5年度の概況調査の対象となった対象事業実施区域周辺の地点では基準

値未満であったが、継続監視調査の対象となった地点では、硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素の濃度が上尾市平塚で 28mg/L と環境基準(10mg/L）を超過して

いた。 

土壌及び地盤

の状況 

土壌 土壌の状況 

対象事業実施区域周辺の土壌は多湿黒ボク土壌（西大久保統）、黒ボク土壌

（胄山統）が広く分布しており、一部に黒ボク土壌（桶川統）が分布してい

る。 

土壌汚染の状況 

上尾市には土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の

指定区域があるが、対象事業実施区域周辺に指定区域はない。 

公害苦情の状況 

上尾市及び伊奈町の最新の集計結果は、上尾市で令和 5年に 0 件、伊奈町で

令和 3 年に 0件であった。 

地盤沈下の状

況 

上尾市で 9 地点、伊奈町 1 地点で変動の観測が行われている。上尾市では 9 

地点で沈下が確認されており、平均沈下量は-2.9 ㎜となっている。伊奈町で

は 1 地点で上昇が確認されており、平均上昇量は 0.7 ㎜となっている。 

地形及び地質

の状況 

地形 対象事業実施区域周辺の地形分類は谷底平野、または火山灰台地となってい

る。 

地質 対象事業実施区域周辺の表層地質は未固結堆積物の砂泥堆積物及び火山性岩

石のロームからなっている。 

活断層等 対象事業実施区域周辺には、綾瀬川断層が存在する。 
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表 3-2(3/4) 自然的状況の概況 

項目 概況 

動植物の生息

又は生育、植生

及び生態系の

状況 

重要な動物種

及び生息地の

状況 

埼玉県内における重要な哺乳類は 24 種、鳥類は 121 種、両生類・爬虫類は合

計 22 種、昆虫類は 254 種、魚類は 23 種、甲殻類や陸・淡水産貝類等は合計

23 種記録されていた。 

植生 現存植生 

対象事業実施区域は、果樹園、畑雑草群落及び水田雑草群落が、対象事業実

施区域周辺は耕作地植生が広がり、対象事業実施区域の北側、東側について

は広く全体的に耕作地植生となっている。対象事業実施区域の南西側の耕作

地植生の奥には市街地が広がっている。樹林は少なく、緑の住宅地やアカマ

ツ群落、工場地帯、クヌギ－コナラ群集、ケヤキ－シラカシ群落等がパッチ

上に存在している。 

植生自然度及び希少な群落 

対象事業実施区域は路傍・空地雑草群落、畑地雑草群落及び水田雑草群落に

区分され、植生自然度は 2～4 に分類される。 

特定植物群落 

対象事業実施区域周辺には「埼玉県レッドデータブック植物編 2024（第 5 

版）」の特定植物群落に該当する群落は確認されなかった。 

緑の量 

対象事業実施区域は果樹園等であり、その周辺についても「緑の多い住宅地」

が広がっている地域である。 

重要な植物相

の種類及び生

育地の状況 

重要な植物種 

埼玉県内における重要な植物種は 72 科 174 種記録されていた。 

巨樹・巨木林 

対象事業実施区域周辺において、イチョウ等の 15 本の樹木が「第 6回 自然

環境保全基礎調査 巨樹・巨木林」で確認されている。 

天然記念物 

対象事業実施区域周辺に県指定の天然記念物として、「倉田の大カヤ」が確認

されている。 
生態系 対象事業実施区域が位置する伊奈町は、東部に広がる水田地帯、綾瀬川や原

市沼川などの河川環境、中心部の台地には社寺林や雑木林などの里地里山環

境が残されており、草地、耕作地、市街地では生産者として、ススキ等の植

物、一次消費者として、ハタネズミ等の哺乳類、ベニシジミ等の昆虫類、中

位消費者として、アブラコウモリ等の哺乳類、スズメ等の鳥類、シュレーゲ

ルアオガエル等の両生類・爬虫類、オオカマキリ等の昆虫類、上位消費者と

して、イタチ属等の哺乳類、チョウゲンボウ等の鳥類が生息する生態系が構

築されているものと考えられる。 

樹林地では生産者としてクヌギ、コナラ等の植物、一次消費者としてアカネ

ズミ等の哺乳類、カブトムシ等の昆虫類、中位消費者として、ホンドタヌキ

等の哺乳類、コゲラ等の鳥類、ヤマカガシ等の両生類・爬虫類、モンスズメ

バチ等の昆虫類、上位消費者として、ホンドキツネ等の哺乳類やオオタカ等

の鳥類が生息する生態系が構築されているものと考えられる。 

河川や水路等の水辺では、生産者としてヨシ等の植物、一次消費者として、

トビケラ類等の昆虫類、カワニナ等の底生動物、中位消費者として、カワセ

ミ等の鳥類、ニホンイシガメ等の両生類・爬虫類、ヘイケボタル等の昆虫類、

ドジョウ等の魚類、上位消費者としてサギ類等の鳥類、ナマズ等の魚類が生

息する水域生態系が構築されているものと考えられる。 
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表 3-2(4/4) 自然的状況の概況 

項目 概況 

景観及び自然

とのふれあい

の場の状況 

景観の状況 伊奈町の東西及び南は、低地となっており、その大部分は水田として利用さ

れ、特に町の東側にあたる綾瀬川流域の水田の広がりや町の西側の果樹園等

の広がりは美しい田園風景を形成している。町の中央部分は南北に住宅地等

の市街地が広がっていることから、市街地を取り囲むように水田地帯や果樹

園などの農地、平地林、屋敷林の緑が残る集落地が広がっている。対象事業

実施区域周辺は主に果樹園などが広がる地域にあたる。 

自然とのふれ

あいの場 

対象事業実施区域に近接した公園はなく、主な搬出入道路に近接または隣接

した大規模な公園として、上平公園と平塚公園がある。 

文化財その他

の生活環境の

状況 

文化財 指定文化財 

対象事業実施区域周辺には、国登録の文化財が 2件、県指定の文化財が 2 件、

上尾市の文化財が 5 件、伊奈町の文化財が 7 件存在する。 

埋蔵文化財 

対象事業実施区域では、縄文時代や古墳時代の集落跡、貝塚が 2 か所確認さ

れている。 

日照阻害 対象事業実施区域は農用地となっており日影を生じさせる建築物等は存在し

ない。また、対象事業実施区域周辺においても、日照阻害が問題になる建築

物等は存在しない。 

電波障害 対象事業実施区域周辺において、電波障害が問題になる建築物等は存在しな

い。 

風害 対象事業実施区域は農用地となっている。その周辺にも農用地が拡がってお

り、民家等も存在するが、風害を発生させる超高層建築物は存在しない。 

光害 対象事業実施区域は農用地となっている。その周辺にも農用地が拡がってお

り、民家等も存在するが、光害を発生させる夜間照明設備を有する施設は存

在しない。 

温室効果ガス

排出量 

令和 4年度の二酸化炭素排出量は、上尾市では産業部門、伊奈町では運輸部

門の割合が最も高く、次いで上尾市では家庭部門、伊奈町では産業部門の割

合が高い。経年変化を見ると、上尾市、伊奈町ともにほぼ横ばいで推移して

いる。 

一般環境中の

放射性物質 

対象事業実施区域周辺において測定された令和 6 年度の放射線量は、「平成

二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措

置法」において定められている 0.23μSv/h と比較して十分に低い値であっ

た。 
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第４章 関係地域 

1 環境に影響を及ぼす地域の基準 

本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、「埼玉県環境影響評価条例施行規則」別表第２の「対象事

業が実施される区域の周囲３km 以内の地域」に基づき設定した。 

2 環境に影響を及ぼす地域 

前項の基準に基づき設定した、本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、図 4.2-1 に示すとおり、

以下の 3 市 1 町の一部が含まれる。 

・埼玉県 北足立郡伊奈町

・埼玉県 上尾市

・埼玉県 桶川市

・埼玉県 蓮田市
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